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告 示 

 

島根県告示第235号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者から当該指定居宅サービスの事業の廃止

の届出があったので、同法第78条第２号の規定により告示する。 

令和８年４月10日 

島根県知事 丸 山 達 也 

事業者の名称又は氏名 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日 

社会福祉法人 安来市

社会福祉協議会 

訪問介護 社会福祉法人 安来市

社会福祉協議会 指定

訪問介護事業所 

安来市伯太町安田1687

番地 

令和８年３月31日 

 

 

 

島根県告示第236号 

 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の医師を次のとおり指定したので、身体障害者福祉法施行細

則（昭和34年島根県規則第17号）第２条の規定により告示する。 

  令和８年４月10日 

島根県知事 丸 山 達 也   

 
医師の氏名

 
診療科目

 従事する医療機関 
指定年月日

 

名   称 所 在 地 

岸本 彩奈 消化器外科、外科 島根大学医学部附属病院 出雲市塩冶町89－１ 令和８年３月31日 

中村 光佑 肝胆膵外科、外

科、消化器外科 

島根大学医学部附属病院 出雲市塩冶町89－１ 令和８年３月31日 

井本 宏治 循環器科 島根県立中央病院 出雲市姫原４丁目１－１ 令和８年３月31日 

川添 准矢 消化器外科 島根県立中央病院 出雲市姫原４丁目１－１ 令和８年３月31日 

 

 

島根県告示第237号 

 家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第４条第１項第２号の規定による令和７年度地方の臨時種畜検査を実施し、

種畜証明書を交付したので、同法第８条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年４月10日 

                                                                               島根県知事 丸 山 達 也   

種畜証明書番号 名前（登録・登記番号） 品  種 検査成績 

11656373081 晴照（全和黒16262） 肉用牛 

黒毛和種 

１級 

11543905661 金勝鶴（全和黒原6750） 肉用牛 

黒毛和種 

１級 

11699736133 正之藤（全和黒原6751） 肉用牛 

黒毛和種 

１級 
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島根県告示第238号 

 次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示す

る。 

  令和８年４月10日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 保安林予定森林の所在場所 

 邑智郡美郷町都賀西1047－１、1047－４、1063－５、1066－２、1067 

２ 指定の目的 

  水源の涵
かん

養 

３ 指定施業要件 

 ⑴ 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 

 ⑵ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

  （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

 

島根県告示第239号 

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、地籍調査の成果を次のとおり認証したので、同条第

４項の規定により告示する。 

令和８年４月10日 

島根県知事 丸 山 達 也   

調査を行っ 

た者の名称 
調査を行った時期

 成果の名称 
調査を行った地域

 
認証年月日

 

地籍図 地籍簿 

浜田市 令和５年度～７年度 ８枚 １冊 原井町４ 令和８年３月30日 

浜田市 令和５年度～７年度 11枚 １冊 後野町１ 令和８年３月30日 

出雲市 令和５年度～６年度 15枚 １冊 伊野④ 令和８年３月30日 

出雲市 令和６年度～７年度 23枚 １冊 芦渡① 令和８年３月30日 

出雲市 令和５年度～６年度 13枚 １冊 朝原Ｒ① 令和８年３月30日 

益田市 令和３年度～６年度 15枚 １冊 飯浦５ 令和８年３月30日 

益田市 令和３年度～６年度 42枚 １冊 安富２ 令和８年３月30日 

益田市 令和３年度～６年度 38枚 １冊 丸茂３ 令和８年３月30日 

益田市 令和３年度～６年度 20枚 １冊 丸茂４ 令和８年３月30日 

益田市 令和４年度～６年度 18枚 １冊 丸茂５ 令和８年３月30日 

益田市 令和４年度～６年度 ８枚 １冊 道川１ 令和８年３月30日 

益田市 令和４年度～６年度 13枚 １冊 道川２ 令和８年３月30日 

益田市 令和４年度～６年度 ８枚 １冊 紙祖１ 令和８年３月30日 

安来市 令和５年度～６年度 ９枚 １冊 荒島12 令和８年３月30日 

安来市 令和５年度～６年度 13枚 １冊 安来12 令和８年３月30日 
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安来市 令和５年度～６年度 12枚 １冊 西比田１ 令和８年３月30日 

飯南町 平成23年度～令和６年度 95枚 １冊 志津見４・７ 令和８年３月30日 

津和野町 令和２年度～５年度 23枚 １冊 冨田ハⅤ 令和８年３月30日 

津和野町 令和２年度～５年度 18枚 １冊 中川① 令和８年３月30日 

津和野町 令和３年度～６年度 25枚 １冊 冨田イ① 令和８年３月30日 

吉賀町 平成30年度～令和６年度 21枚 １冊 白谷９ 令和８年３月30日 

西ノ島町 令和４年度～６年度 14枚 １冊 別府⑤ 令和８年３月30日 

 

公 告 

 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により次のとおり縦覧

に供する。 

令和８年４月10日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 都市計画の種類 

津和野都市計画下水道 

２ 縦覧場所 

島根県土木部下水道推進課 

 

特 定 調 達 公 告 

 

 次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令

第372号）第12条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成７年島根県規則第

83号）第９条の規定により公告する。 

  令和８年４月10日                                           

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 件名及び数量 

  島根県庁本庁舎放射線防護対策設備フィルター調達・交換 一式 

２ 契約に関する事務を担当する本庁等の名称及び所在地 

  島根県防災部原子力安全対策課 島根県松江市殿町１番地  

３ 落札者を決定した日 

  令和８年３月30日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社オンチョウ 代表取締役社長 田邊 弘文 島根県松江市矢田町250番地105 

５ 落札金額 

  198,000,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 特例公告を行った日 

  令和８年２月13日 
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選 挙 管 理 委 員 会 告 示 

 

島根県選挙管理委員会告示第26号 

 衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者届出政党が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送

事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数（平成23年島根県選挙管理委員会告示第67号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  令和８年４月10日 

                                                              島根県選挙管理委員会委員長 大 野 敏 之   

 表中の「株式会社山陰放送」を「山陰中央テレビジョン放送株式会社」に改める。 

 


